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6 情報システムの基本的な安全管理 

 

情報システムの安全管理は、刑法等で定められた医療専門職に対する守秘義務等や個人

情報保護関連各法（個人情報保護法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 58 号）、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 59 号））に規定された安全管理・確保に関する条文によって法的な責務として求

められている。守秘義務は医療専門職や行政機関の職員等の個人に、安全管理・確保は個

人情報取扱事業者や行政機関の長等に課せられた責務である。安全管理をおろそかにする

ことは上記法律に違反することになるが、医療においてもっとも重要なことは患者等との

信頼関係であり、単に違反事象がおこっていないことを示すだけでなく、安全管理が十分

であることを説明できること、つまり説明責任を果たすことが求められる。この章での制

度上の要求事項は個人情報保護法の条文を例示する。 

 

 A．制度上の要求事項 

（安全管理措置） 

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その

他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（従業者の監督） 

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該

個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わ

なければならない。 

（委託先の監督） 

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その

取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必

要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（個人情報保護法 第 20 条 第 21 条 第 22 条） 

 

6.1 方針の制定と公表 

 B.考え方 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にお

いて、個人情報保護に関する方針を定め公表することが求められている。本ガイドライン

が対象とする情報システムの安全管理も、個人情報保護対策の一部として考えることがで

きるため、この方針の中に情報システムの安全管理についても言及する必要がある。 

個人情報保護に関する方針に盛り込むべき具体的内容について、「JIS Q 15001:2006（個

人情報保護マネジメントシステム-要求事項）」では、下記のように定めている。 


